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第１ はじめに 

○ わが国の地域精神保健医療福祉については、平成 16 年９月に策定された「精神保健医

療福祉の改革ビジョン」にある「入院医療中心から地域生活中心へ」という理念のもと、様々な

施策が進められてきた。 

 

○ 平成 29 年度からは、新しい理念として、精神障害の有無や程度に関わらず、誰もが地域の

一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、医療、障害福祉・介護、住まい、

社会参加（就労）、地域の助け合い、教育が包括的に確保された「精神障害にも対応した

地域包括ケアシステム」を構築することが示され、都道府県等においては、障害福祉計画及び

医療計画に基づき、保健・医療・福祉等関係者による協議の場を通じ、関係者間の重層的な

連携による支援体制の構築に向けて取り組まれてきた。 

 

○ 精神疾患を有する患者数は令和２年に 610 万人を超え、メンタルヘルスの不調や精神疾

患は誰もが経験しうる身近な問題や疾患となっており、それらの予防や早期発見、介入を行う

ためには、住民に身近な市町村においても 「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の

構築を推進し、相談支援体制を整えることが期待されている。 

 

○ 令和４年６月にとりまとめられた「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に

向けた検討会」報告書において、市町村では、精神保健に関する相談について、母子保健、

介護、困窮者支援等の分野を超えて顕在化しており、市町村における相談支援体制整備が

重要であることが示された。 

 

○ 一方で、同報告書では、専門職の配置、財源の確保、精神科医療機関との連携、保健所・

精神保健福祉センターからのバックアップ体制の確保に関する課題が指摘され、市町村には精

神保健に関する相談支援を積極的に担うための具体的かつ実効的な方策が求められている。 

 

○ 令和４年 12 月には「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等

の一部を改正する法律」が成立し、令和６年に施行される精神保健及び精神障害者福祉に

関する法律（昭和 25 年法律第 123 号。以下「精神保健福祉法」とする。）第 46 条にお

いて、市町村等が実施する精神保健に関する相談支援について、精神障害者のほか精神保

健に課題を抱える者も対象にできるようにするとともに、これらの者の心身の状態に応じた適切

な支援の包括的な確保を旨とすることを明確化するための規定が新設された。 
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○ 以上のような動向を踏まえ、今後の市町村における精神保健に係る相談支援体制整備を推

進するための具体的な方策を検討することを目的として、令和５年２月に本検討チームが設

置され、議論を重ねてきた。 

 

○ 今般、実際に市町村が相談支援体制整備を推進するための方策等について、報告書として

とりまとめた。各市町村におかれては、今後、体制整備を進める際に本報告書を積極的に活用

いただきたい。 
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第２ 市町村における精神保健に係る相談支援体制の整備 

１．現状及び課題 

○  患者調査の結果によると、精神疾患を有する総患者数は年々増加しているが、精神病

床における入院患者数は減少傾向にあり、精神病床からの退院患者の退院後の行先の総

数としては「家庭」が最も多く、次いで「他の病院・診療所に入院」となっている。 

 

○  精神保健に関する課題の多様化に伴い、すでに８割以上の市町村が、自殺対策、虐待

（児童、高齢者、障害者）、生活困窮者支援・生活保護、母子保健・子育て支援、高

齢・介護、認知症対策、配偶者等からの暴力（ＤＶ）等の各分野において、精神保健上

の課題を抱えた住民を対象として、精神保健に関する相談に対応している状況にある※。 

 

  ○  市町村を対象としたアンケートでは、精神保健に関する対応困難を解決するために市町 

村で望まれる体制としては、人員体制の充実や精神医療の充実・連携強化が挙げられると 

ともに、困難事例への対応等、保健所や精神保健福祉センターからのバックアップが求めら 

れていた。※ 

    ※ 令和２年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（障害者政策総合研究事業） 

      「地域精神保健医療福祉体制の機能強化を推進する政策研究」（研究代表者：藤井千代） 

      分担研究「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築に関する研究」 

(研究分担者：野口正行) 

 

○  令和５年度厚生労働科学研究 「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

を推進する政策研究」（研究代表者：藤井千代）（以下、「令和５年度”にも包括”推

進研究班」）の調査結果によると、近年、重層的支援体制整備事業を活用する市町村も

増えているが、精神保健に関する適切な支援の基盤整備がない中で相談窓口だけを設置

すると、支援の引き受け手を探すのに苦労することがあることが示唆された。 

 

○ 同調査によると、重層的支援体制整備事業を行っている市町村であっても、メンタルヘルス

の課題等に対応できる体制整備が必要であると回答した自治体は８割を超え、対応する

上で望まれる体制整備として回答が多かったのは、①「庁内の関連部署の連携体制の強

化」、②「担当部署内への精神保健医療福祉専門職の配置または増員」、③「保健所とも

っと日常的に相談できる体制」、の３つであった。 
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○ 平成 14 年施行の改正精神保健福祉法により、精神障害者の在宅福祉の充実に向け、

精神障害者保健福祉手帳・通院医療費公費負担制度等の申請窓口が保健所から市町

村に移管されたため、精神障害者の福祉サービスの利用に関する相談、助言等は市町村

が中心に担ってきた経緯がある。多くの市町村では、精神保健に関する相談を福祉部局が

担っており、精神保健の視点を持った取組が乏しい実情があること、福祉部局と保健部局の

連携に課題があることも指摘された。 

 

○ 市町村が住民の精神保健のニーズに気づく契機は様々である。相談者が別の困りごとや

手続き等で市町村の窓口に行き、本人に自覚はなくても、そこで担当者が精神保健の課題

に気づく場合もあれば、地域包括支援センター等の様々な支援機関が支援対象者やその

家族の精神保健の課題に気づく場合や、教育機関等の他機関や民生委員等からの連絡

で顕在化する場合もある。 

 

○ 特に小規模市町村においては、保健師、精神保健福祉士、社会福祉士等の専門職が

配置されていない部門で住民からの初回の相談を事務職が受けることも少なくない。このよう

な場合に、窓口等で対応した事務職が住民との会話のなかで何らかの違和感を覚えても、

それが精神保健上の課題と気がつかないことや、支援が必要であっても、どの部門の誰に相

談したらよいのか判断がつかず、適切な支援につながらないことがある。 

 

○ 精神保健は、メンタルヘルスの不調、精神疾患の予防やケアだけではなく、心の健康の保

持増進や普及啓発を図ることを目指すものであり、時に医療、福祉や介護等の他領域の施

策やサービスも含みうる支援である。住民の精神保健に関する支援ニーズは多岐にわたり、

本人の意思が尊重されるよう、本人の関心事、自己実現への想いや潜在的ニーズ等に寄り

添うことが重要である。しかしながら、支援者側の先入観や価値観等により、受診勧奨や何

らかのサービスにつなげることを目的化してしまう等の状況が生じることがある。 

 

○ 保健師の活動体制には、大きく分けて担当地区を決めて分野横断的に保健活動を行う

地区担当制と、各分野の業務を分担して保健活動を行う業務分担制があり、自治体の実

情に応じてそれらを併用している自治体もある。 

 

○ 業務分担制においては、日頃の地域保健活動を通して保健師が分野横断的に地域診

断を行うには困難が伴うことが指摘されている。地区担当制においては、住民・世帯及び地

域全体の健康課題の把握や、必要な支援の早期提供が可能となるため、その重要性を指

摘する意見も聞かれた。 
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○ こうした中で、近年、誰１人取り残さない地域共生社会の実現を目指すため、包括的ケア

や重層的な連携による支援体制の必要性が指摘されるようになってきた。 

 

○ 専門の相談窓口の設置や専門職の配置により、相談支援が特定の部門や個人に集中し、

複合的な課題がある事例を専門職が抱え込まざるを得ない等により、職員の孤立や支援の

停滞という課題が生じることもある。市町村によっては相談支援にはチームで関わる等、体制

の工夫もみられたが、このような工夫が必ずしも市町村間で共有されているとはいえない。 

 

○ いずれにしても、市町村における体制整備は人材や医療資源等の面からも困難を伴う

ものであることから、円滑に進めるためには、首長や管理職の理解を得ることも重要な課

題の１つとなっている。 

 

２．体制整備の実際 

（１）基本的な考え方 

○ 精神保健の課題について、積極的に対応している市町村での実績や、過去の検討会報告

書での指摘等を踏まえ、住民に身近な全ての市町村で精神保健に関する相談支援を実施

できる体制を整えていくことが求められる。 

 

○ また、市町村は福祉・母子保健・介護・生活困窮等の各部門における相談支援の主体で

あることから、こうした各部門における相談支援の中で精神保健に関するニーズに気づくととも

に、そのニーズに対するサービス等の支援の必要性を適切に判断し、庁内における横断的連

携体制を整備した上で、精神保健と他部門とで複合的な課題を解決していくことも期待され

る。 

 

○ 精神保健の課題であっても、実際には住民が抱えている生活のしづらさ等の困りごとに対す

る生活環境の調整等により解決する場合もあるため、医療や障害福祉等のサービスにつなげ

ることが必ずしも最終目標となるわけではなく、それらのサービスにつなげるまでには至らない住

民に対しては寄り添い続けることが効果的な場合も多いことを認識する必要がある。 

 

○ これらの体制整備の推進のためには、市町村においては、専門職のみならず様々な職員が

精神保健に関わっているという意識や、全庁的に取り組む必要があるということの意識の醸成

が重要である。 
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○ そして、保健と福祉の連携は、保健師、精神保健福祉士や社会福祉士等との保健福祉

に関する専門職の間で、幅広く相互の理解を深めることで進むものである。 

 

 ○ なお、相談体制の整備では、重層的支援体制整備事業等の既存事業を相談窓口として

活用することも可能であるが、相談で把握した精神保健のニーズを確実に支援につなげるた

めには、必要な庁内の連携体制の構築、専門職の配置や精神科医療機関との連携等によ

り、精神保健の支援基盤を日頃から整備しておくことが重要である。 

 

（２）体制整備の進め方 

○ 精神保健に係る全庁的な体制整備を円滑に進めていくためには、その必要性や重要性に

ついて、本報告書や、今後国において改正が予定されている「保健所及び市町村における精

神保健福祉業務運営要領」等を活用し、自治体の整備状況等を含め、市町村の首長や

管理職に丁寧に説明を行うことで、組織としての課題の共有を図り、十分な理解を得る必要

がある。 

 

○ 実際の相談支援の流れに必要な機能には、「受けとめ」、「気づき」、「アセスメント」、「プラ 

ンの立案及び実行」、「連携及び調整」の５つがあり、実効性を担保する観点から、各項目

の具体的な実施主体、方法等を検討する必要がある。 

 

○ 特に、これから体制整備に着手する保健所設置市以外の市町村においては、市町村にお

ける専門職の配置、精神科医療や障害福祉サービス等、社会資源等の整備状況等を踏ま

え、今回、令和５年度”にも包括”推進研究班が類型化した相談支援体制のイメージ図

（p.８以降）も参照して体制整備に取り組むことが望まれる。 

 

○ なお、市町村窓口で精神保健の相談をすることに心理的ハードルを感じる住民も多いため、

市町村窓口での相談以外にも、精神保健に関する住民の潜在的なニーズに早期に気づくた

めには、保健師等の家庭訪問等によるアウトリーチ等も相談支援の手段として重要である。 

 

○ 市町村においては、精神保健に関する普及啓発を充実させ、大人だけではなく幼少期から

メンタルヘルスについて考える機会を設ける等、住民個々のリテラシーの向上を図ることで精神

保健に対する理解を住民に深めてもらい、誰もが暮らしやすい地域づくりにつなげていくことが

期待される。 
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○ そうした地域づくりを進める中で、当事者や家族の暮らしを支えていくことが重要であり、その

観点で、市町村は当事者や家族の居場所の確保、当事者間や住民との交流の場づくり、精

神障害に関する理解促進のために啓発等を行っている当事者団体との協働を含めた、当事

者活動の支援を推進する必要がある。 

 

○ また、部門間の連携を促進し、相談のたらい回しを防ぐためには、市町村において、対応者

が相談概要等を記入し、部門間で情報を円滑に共有するためのツールとして連携シートを作

成、活用する等の工夫を行うことも考えられる。 

 

○ その後、実際に必要な支援を円滑に行うためには、庁内の精神保健の担当部門の有無に

関わらず、ニーズの多様化等に伴い、他部門との連携及び調整は必須になると想定されるこ

とから、庁内の連携体制をどのように構築するのかについて、あらかじめ庁内全体で検討して

おくことが望まれる。 

 

○ さらに、相談を確実に適切な支援につなげ、医療も含めた課題を解決できるようするために

は、保健師等の確保や相談支援部門への配置を進める等、保健の軸を作る必要がある。 

  

○ こうした体制整備は、当事者及び家族の声を聞きながら進めることが重要であり、市町村が

単独で取り組むのではなく、精神科医療機関の協力を得ること、そうした精神科医療機関と

の連携等の場面で保健所や精神保健福祉センターに支援を求めていくことや、都道府県と

連携して国の「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築支援事業」等の既存事

業を活用することも有効である。 
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参考①:市町村における精神保健相談の入口と相談支援の出口までの流れに必要な要素 

本人や家族が既に問題や困り事を持って窓口に来所した場合に、下記のような流れで対応が

行われる。なお、参考①は令和５年度”にも包括”推進研究班が作成したものを厚生労働省に

おいて改訂したもの、参考②、③は令和５年度”にも包括”推進研究班が作成したものである。 
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参考②:市町村精神保健業務（精神保健相談）に関する横断的連携体制の類型の考え方 

 

参考③: 

市町村精神保健業務（精神保健相談）に関する横断的連携体制の各類型のイメージ 

ここで示す図は一例であり、各市町村は、地域の実情や既存の相談支援体制に鑑み、整備を

進めることが求められる。また、そもそも相談の場にアクセスできない等、精神保健のニーズを抱えて

いても、それが潜在化している住民への支援として別途、訪問支援等の方策を整備することも必

要である。 

なお、重層的支援体制整備事業は、地域住民の複合化・複雑化した支援ニーズに対応する

包括的な支援体制を整備することが目的であることから、精神保健に係る相談支援体制整備に

活用する場合であっても、新しい相談支援機関や地域拠点の設置を目指すのではなく、既存の

相談支援機関等の機能や専門性を活かし、相互にチームとして連携を強めながら、市町村全体

の支援体制を整備する必要があることへの留意が求められる。 
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第３ 市町村において精神保健に係る相談支援を担う人材の育成 

１．現状及び課題 

（１）市町村における人材の育成 

○  市町村において相談支援に関わる人材を機能に着目して層別化することで、相談支援体

制に必要な人材の役割が明確になるが、基本的には専門職か否かに関わらず、相談支援に

携わるどの職員も研修等により精神保健に関する知識や対応技術の水準を今以上に引き

上げ、潜在する精神保健のニーズに気づく力を備える必要がある。 
 

○  特に、精神保健部門で相談支援を担う専門職にとっては、複合化した精神保健の課題を

解決するために、最新の制度、障害福祉サービスや相談支援等に関する知識や技術の更

新が常に求められるが、財政や人員の制約等により、継続して専門性を研鑽する体制が市

町村では十分に整えられていない。 
 

○  市町村の規模に関わらず、専門職の配置、財源の確保や精神科医療機関との連携等の

観点から市町村は都道府県による体制整備や相談支援に係る助言、継続的な専門職のス

キル向上に係る支援を必要としている。 
 

○  以下において、相談支援に必要な人材に求められる機能の観点から、「精神保健部門ま

たはそれ以外の部門・機関において精神保健のニーズに気づく職員」、「精神保健部門におい

て精神保健の担当者として相談支援を主に担う専門職」、「庁内で連携体制の構築を担う

等推進力を発揮する専門職」の３層に分けて、市町村における人材育成に係る現状と課題

について述べる。 
 

① 精神保健部門またはそれ以外の部門・機関において精神保健のニーズに気づく職員 

・ 市町村では、専門職に限らず様々な職員が、精神保健部門のみならずそれ以外の部門

等において地域住民と接する中で、精神保健のニーズに気づくことがある。 
 

・ 精神保健の担当以外の部門で相談を受けた場合、困難な課題だと感じたり、何らかの違

和感を覚えたりしても、それが精神保健の課題と気がつかないことや、支援が必要であっても

どの部門の誰に相談したらよいのか判断がつかず、適切な支援につながらないことがある。 
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② 精神保健部門において精神保健の担当者として相談支援を主に担う専門職 

・ 相談支援を担う専門職の職種としては、保健師、精神保健福祉士、社会福祉士を主に

想定しているが、市町村の地域課題等によって配置されている職種は様々であり、専門職

の確保、専門職の採用人数が限られているという制約のもとでの育成のあり方や、業務の継

続性が課題となっている。 

 

・ このほか、精神保健福祉法第 48 条において、精神保健及び精神障害者の福祉に関す

る相談に応じ、並びに精神障害者等及びその家族等を訪問して必要な情報の提供、助言

その他の援助を行う自治体職員として置くことができるとされているのが、「精神保健福祉相

談員」である。 
 

＜精神保健福祉相談員＞ 

・ 精神保健福祉相談員は、自治体の首長が医師、精神保健福祉士、指定の講習会を修

了した保健師やそれに準ずる知識及び技術を有する者等の要件に合致する者のうちから、

任命する仕組みとなっている。 
 

・ 精神保健福祉相談員の自治体における配置数は近年、全国で 1,800 人程度と横ばい

で推移し、相談支援の担い手としての役割が期待されているものの、配置が十分に進んで

おらず、自治体による講習会の開催実績も、年に１箇所前後に留まっている。 

 

・ 現行の指定の講習会は、保健師だけが受講対象として位置づけられており、精神保健福

祉士等は受講対象ではなく、204 時間と長時間に及ぶカリキュラムとなっている。このため、

人口規模が小さく、配置が少数の市町村では、保健師を参加させることが困難な状況にあ

る。 
 

・ 自治体における講習会の開催が低調である背景として、市町村職員の講習会に対する

認知度の低さがあるほか、相談員の配置がない市町村が任命を不要と考える理由として、

任命の有無による業務内容の差がないことや、既に専門職として機能していることが上位に

あがっており、相談員配置の必要性を感じていない現状があることが、令和５年度”にも包

括”推進研究班の調査で示された。 
 

   ・ 同調査の結果により、市町村の精神保健福祉相談員は役割として、精神疾患や障害に

よる医療・福祉の利用者への相談支援、メンタルヘルスに課題がある者又は潜在的ニーズ

がある者の発見・情報提供、理解の促進、支援、医療の導入の援助等のほか、庁内外の

関係機関・関係者との連携・協働を担っていることが再確認できた。 



15 

 

・ こうした役割を講習会修了後に遂行できるよう、必要な知識及び技術を獲得することを講

習会の目標として、令和５年度”にも包括”推進研究班において検討されたカリキュラム改

訂案（表１）が本検討チームの議論の中で示され、改訂案にある内容で見直しを進めて

いくべきであるとの結論を得た。 

 

・ また、精神保健福祉相談員の講習会については、精神保健福祉センターによる開催を望

む意見や、受講修了後の受講者の目標到達度の評価等に関する課題についての指摘も

あった。 

 

・ 精神保健福祉相談員として育成しても、相談支援を主要な業務としていない部門への人

事異動や、精神保健福祉に関する部門に配置されても、相談支援以外の業務への従事

により、専門職としての知識や技術を有効に活用できていない市町村もある。 

 

③ 庁内で連携体制の構築を担う等推進力を発揮する専門職 

・ 庁内で連携体制の構築を担う等推進力を発揮する専門職は短期的に養成されるわけで

はなく、一定の時間をかけて経験と技術を積むことにより育成されるものであるが、継続的に

組織として専門職を育てる文化の醸成やそのことに対する庁内での理解が不十分である。 
 

・ このような専門職の役割は、相談支援体制を構築していく上で重要であるが、現行の「保

健所及び市町村における精神保健福祉業務運営要領」には組織的、戦略的、計画的な

人事異動による育成を市町村が推進していくことを後押しする記載が十分とはいえない。 
 

・ 当該専門職の育成の必要性に対する理解が進んでいないのは、意義やロールモデル等が

住民や庁内の職員に示されてきていないことも背景にある。 
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表１ 精神保健福祉相談員講習会カリキュラム改訂案 
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（２）都道府県による市町村への支援 

○  従来、保健所が担ってきた市町村への精神保健に関する教育や保健師に対する支援が

近年減弱している。保健所の精神保健福祉相談員による市町村への支援も少なくなってき

ている。 

 

○  市町村の人材育成に対して支援を行うことは必要であるが、保健所等も新型コロナウイル

ス感染症の対応で疲弊し、新任期の保健師が精神保健を含む地域保健の経験を十分に

積み上げられていない状況にある。 

 

○  現行の精神保健福祉センター運営要領において、所長には精神保健福祉に造詣の深い

医師を充てることが望ましいとされているが、 全国では、所長として精神科医の確保ができて

いないところが２割ある等、市町村の専門的なニーズに対応するための精神保健福祉センタ

ーの体制がこれまでより脆弱化している実態もある。 

 

２．質の担保に関する対応の方向性 

（１）基本的な考え方 

○ 本検討チームにおいては、相談支援に必要な人材に求められる機能の観点から、「精神保

健部門またはそれ以外の部門・機関において精神保健のニーズに気づく職員」、「精神保健

部門において精神保健の担当者として相談支援を主に担う専門職」、「庁内で連携体制の

構築を担う等推進力を発揮する専門職」の３層に分けて議論を行った。各層の人材が、そ

れぞれ求められる機能を十分に発揮できるよう、研修の機会を十分に確保し、人材の質を担

保することが重要である。 

 

○ 各層の人材に研修の機会を確保するためには、全庁的な取組として、各市町村の首長や

管理職等に本報告書や、今後国において改正が予定されている「保健所及び市町村におけ

る精神保健福祉業務運営要領」等を用いて丁寧に説明を行う等により、理解及び協力を得

ることが重要である。 

 

○ また、相談支援を担う保健師や精神保健福祉士等の専門職については、組織として計  

画的な育成と配置、さらには技術の継承を念頭に置いた後進の育成等も重要である。専門 

職は専門職としての業務遂行能力の向上を図る必要があることから、専門職がキャリアラダー 

等をもとに能力を獲得していくための人材育成計画を策定することが求められる。そうすること 

により、庁内での専門職の役割やその育成に対する理解も深まっていくものと考えられる。 



18 

 

○ さらに、精神保健の課題はライフサイクルと密接に関係していることから、保健師等の専門

職だけではなく、住民と関わる各部門の事務職を含め、「３．質の担保に関する対応の方向

性」にあるとおり、研修の開催や受講の促進等により質を担保していくことが都道府県及び市

町村には求められる。 
 

○ なお、精神保健の担当職員が当事者及び家族と協働することは、精神保健への理解を深 

めることや相談支援の質の向上等につながる。市町村においては相談支援を担う人材の育 

成及び確保の観点から、ピアサポーターの相談支援業務等への活用が望まれる。 
 

（２）機能に応じた人材育成の充実 

① 精神保健部門またはそれ以外の部門・機関において精神保健のニーズに気づく職員 

・ 市町村や関係機関では、専門職に限らず様々な職員が住民と接し、住民への支援に従

事する機会が多くあるため、精神保健のニーズへの気づき方や専門職の役割等を理解して

おく必要がある。 
 

・ そのための方策として、都道府県等が開催する心のサポーターやゲートキーパー養成研修

等といった既存研修の受講を市町村の職員に促進することや、各市町村単位で事務職を

含めた職員向けに当該研修を開催することが考えられる。 
 

・ また、都道府県や指定都市が開催する精神保健福祉相談員の講習会のカリキュラムに含

まれる精神保健や相談技術に関する基礎的事項等の一部の内容について、市町村の事

務職を含めた職員に受講を推奨することにより、相談業務のレベルの引き上げを図ることも

可能と考えられる。 
 

・ そのほか、各市町村が人材育成計画に基づき行っている既存の基礎研修に、精神保健

や相談技術に関する基礎的事項を含めることも一案であり、当事者及び家族の声も聞き

ながら人材育成の充実を図ることが望まれる。 
 

② 精神保健部門において精神保健の担当者として相談支援を主に担う専門職 

・ 相談支援の質を担保するため、都道府県や指定都市が開催する精神保健福祉相談員

の講習会の受講を保健師に加え、保健師以外の相談支援を担う専門職（精神保健福祉

相談員に任命されている者も含む）に対しても促進する必要がある。 
 

   ・ なお、精神保健福祉相談員の講習会を開催しない自治体であっても、令和５年度“にも

包括”推進研究班が市町村保健師向けに作成した研修プログラムを活用した研修の実施、

精神保健福祉センターや職能団体等が行う相談支援に関する研修の受講等の機会を専

門職に確保することが期待される。 
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・ 保健師等、既に市町村に配置されている専門職を相談支援部門に専任で配置すること

が困難な場合には併任発令を行う等により、相談支援の経験を積み重ねられるようにする

必要がある。 

 

・ さらに、専門職には継続的な技術研鑽が求められることから、継続的な研修等の学習機

会を組織として担保するためには、市町村の人材育成計画に専門職のキャリアラダーを位

置づける等の工夫も期待される。 

 

＜精神保健福祉相談員＞ 

・ 今後国から示される新たなカリキュラムをもとに、講習会を都道府県や指定都市において

開催する場合、地域の実情や課題に即した実務に役立つ内容となるよう、実習先等の選

定や調整を丁寧に行うことが期待される。 

 

・ 精神保健福祉相談員の講習会の修了後には、受講者が自身の目標の到達度を評価 

できるよう、令和５年度“にも包括”推進研究班で作成が予定されている自己点検チェック 

リスト等を活用することが望まれる。 

 

   ・ 精神保健福祉相談員に任命された専門職が専門性を生かし、相談支援を実践すること

ができるよう、組織として技術の継承という観点も含めた計画的な育成や複数配置等の工

夫が必要である。 

 ③ 庁内で連携体制の構築を担う等推進力を発揮する専門職 

・ 市町村において、精神保健に係る相談支援体制の整備を進めていくためには、庁内で連

携体制の構築を担う等推進力を発揮する専門職を計画的に育成するための検討が必要で

ある。 

 

・ 研修だけではなく、一定の業務経験を積ませることにより行政職及び専門職として必要な知

識や技術、人脈等の獲得が可能であることから、市町村においても、組織として戦略的かつ

計画的な人事異動等による育成について詳細を検討し、確実に推進していく必要がある。 

 

・ 市町村においては今後国において改正が予定されている「保健所及び市町村における精神

保健福祉業務運営要領」の活用等により、首長や管理職等の理解を得ながら、庁内の人

材育成の充実を図ることが重要である。 
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・ さらには、精神保健の課題が多様化また複合化していることから、各都道府県や市町村で

実施している階層別研修や特別研修等の既存の研修の内容に、全庁的に相談支援体制

の整備に取り組む必要性や、庁内外との連携体制構築を担う等推進力を発揮する専門職

の育成の必要性等を含めるべきである。 

 

（３）都道府県による市町村への支援   

○ 都道府県においては、管下市町村の医療資源等の特性や相談支援体制の整備状況を

把握し、保健所や精神保健福祉センターを通じて体制整備や人材育成を重層的にバックア

ップしていく必要がある。都道府県が市町村を支援するにあたっては、国庫補助事業である

「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業」等の既存事業を活用する

ことも方策の１つである。 

 

○ 今後、精神保健福祉センターに充実が望まれる人材育成に関する役割としては、市町村

の非専門職を含む職員が精神保健の基本的な対応ができるよう、既存研修の対象を拡大

することや、相談支援を担う専門職に対し精神保健福祉相談員の講習会等を実施すること

等があげられた。 

 

○ 保健所や精神保健福祉センターが市町村の相談支援体制を上記のように支援するために

は、保健所の専門職の人材育成や精神保健福祉センターに対する人員体制の強化が求め

られる。市町村の相談支援体制の整備のためにも、市町村と都道府県の体制を一体的に

強化する必要がある。 

 

○ 都道府県の本庁では、市町村が保健所や精神保健福祉センターからのバックアップを得ら

れるよう、保健所や精神保健福祉センターが市町村の相談支援体制構築のための援助遂

行に必要な人員体制を確保することが求められる。 

 

（４）国等において取り組むべき今後の課題 

 【短期】 

○  国は「保健所及び市町村における精神保健福祉業務運営要領」や「精神保健福祉セン

ター運営要領」に各市町村内での精神保健に係る相談支援体制の整備や、推進力を発揮

する専門職の育成の重要性、都道府県からのバックアップの重要性を明記することで自治体

における体制整備を後押しすべきである。 
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○  また、今後は、国や関係機関が保健福祉に従事する専門職や自治体職員を対象として

実施している既存の研修の中に、精神保健に係る相談支援体制の整備に全庁的に連携し

ながら取り組む必要性や、相談支援を担う人材の育成の重要性等に関する内容を含めるよ

う検討を進めるべきである。 

 

 【中長期】 

○  市町村において庁内で連携体制の構築を担う等推進力を発揮する専門職のような高度

な人材の育成を推進するためには今後、当該人材の意義やロールモデル、住民及び組織に

とってのメリット等を示していく必要があり、今後、職能団体もそうした役割を担っていくことが望

まれる。 

 

○ 令和５年度”にも包括”推進研究班における実態調査の結果や本検討チームの構成員の

意見等により、精神保健福祉相談員の任用資格としてのあり方に関する課題も明らかになっ

たことから、精神保健福祉相談員の意義や配置の必要性、要件の妥当性等については中

長期的課題として今後、国は適切なタイミングで丁寧に検討を行う必要がある。 

 

○  なお、精神保健を取り巻く社会環境や政策ニーズ等が刻々と変化していく中での現任教

育やリーダー的人材の育成のあり方については、精神保健分野だけで完結する課題ではな

く、議論が十分に尽くせていない部分もある。このため、都道府県や市町村の人材育成に関

する取組状況等をみながら、今後も継続的に検討していく必要がある。 
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第４ おわりに 

○ 改正精神保健福祉法の令和６年４月施行に伴い、市町村における精神保健に係る相談

支援の体制整備が、より加速及び充実していくことが期待される。地域の状況等は多様である

ことから、相談支援体制の整備の具体的方法を一律に示すことは困難であったが、本報告書

で示した相談支援体制の類型を参考に、各市町村では全庁的に整備可能な精神保健の相

談支援体制について検討し、当事者及び家族や関係者等の声を丁寧に聞きながら、自治体

間の格差が生じないように実際に整備を進めていくことが求められる。 

 

○ また、各市町村における専門職を含めた人員の配置状況等が異なっても、精神保健に係る

相談支援体制を整備していく中で、組織的、戦略的、計画的な人材の育成及び効果的な活

用は、極めて重要であり、市町村にはこの点で戦略的な人材育成及び人材配置をお願いした

い。 

 

○ 近年の精神保健に関する課題の複合化や、令和 6 年度からの相談支援の対象拡大に伴い、

相談支援の質の更なる向上が求められる中で、市町村においては、まず、都道府県が開催す

る精神保健福祉相談員の講習会の受講を保健師以外も含む専門職に促すことをお願いした

い。 

 

○ さらに、市町村の窓口に相談に来た住民に加え、精神保健に関する課題を抱えていても自宅

等でのひきこもりや子育て中等の理由により相談に出向くことができない、または相談へのニーズ

を自覚していない等の住民に対しても、必要な支援が講じられる体制整備を進めていくことが望

まれる。 

 

○ 専門職の中でも特に保健師については、既に多様な場面で、精神保健に関する課題への相

談支援を実施してきているが、今後はさらに、どの部門に所属していても、「精神保健」の視点を

意識して相談支援を実施していくことや、庁内外での関係者との連携を推進していくことが期待

される。 

 

○ 都道府県においては、相談支援体制の整備に取り組む市町村に対して、これまで以上に専

門性を要する個別支援での専門職による協働や研修等による人材育成等の支援をお願いし

たい。 
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○ 特に、都道府県及び指定都市においては、今後国から示される新たなカリキュラムに基づく精

神保健福祉相談員の講習会を積極的に開催することが求められるが、その役割遂行のために

は、精神保健福祉センターにおける専門職の十分な確保や質の向上を図ることも必要である。 

 

○ 国においては、報告書の内容を踏まえた関係法令の改正や関連する既存事業の予算の拡

充等に取り組むとともに、市町村や関係団体等にも積極的に本報告書のとりまとめについて発

信し、都道府県に対しても市町村支援に対する一層の充実を促していくべきである。 

 

○ 人材育成に関してはとりわけ、職能団体等の関係者による協力も不可欠である。そのため、

職能団体には、本報告書も参考に市町村の精神保健に係る相談支援の質の向上に資するよ

うな研修の開催等に、当事者及び家族のニーズも聞きながら、国とも連携して取り組んでいただ

くことを期待したい。 
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市町村における精神保健に係る相談支援体制整備の推進に関する検討チーム 

構成員名簿 

 

○ 岩上
いわがみ

 洋一
よ う い ち

 

 

一般社団法人 全国地域で暮らそうネットワーク 代表理事 

 岡部
お か べ

 正文
ま さふみ

 

 

特定非営利活動法人 日本相談支援専門員協会 理事 

 岡本
お か も と

 秀行
ひでゆき

 

 

全国精神保健福祉相談員会 理事／川口市保健所疾病対策課 主査 

 小幡
お ば た

 恭
やす

弘
ひろ

 

 

公益社団法人 全国精神保健福祉会連合会（みんなねっと）事務局長 

 桐原
き り は ら

 尚之
なおゆき

 

 

全国「精神病」者集団 運営委員 

 小阪
こ さ か

 和誠
か ず の り

 一般社団法人 日本メンタルヘルスピアサポート専門員研修機構  

代表理事 

  

近藤
こ ん ど う

 桂子
け い こ

 

 

元生駒市福祉健康部 部長 

  

高山
たかやま

 美恵
み え

 

 

富士河口湖町役場住民課 課長 

  

野口
の ぐ ち

 正
ま さ

行
ゆき

 

 

岡山県精神保健福祉センター 所長 

 

◎ 

 

藤井
ふ じ い

 千代
ち よ

 

 

独立行政法人 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所  

地域精神保健・法制度研究部 部長 

  

古谷
ふ るたに

 靖子
や す こ

 

 

高島市健康福祉部高齢者支援局地域包括支援課 課長 

 

※五十音順、敬称略 

◎：座長 

  ：座長代理 
 

○ 
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開催経緯 

 

 

第１回：令和５年２月８日（水） 

１．市町村における精神保健に関する相談支援体制の現状及び課題 

２．今後の検討の進め方 

３．その他 

 

 

第２回：令和５年７月５日（水） 

１．精神保健に係る相談支援体制の整備 

２．精神保健に係る相談支援を担う人材の育成 

３．その他 

 

 

第３回：令和５年８月２日（水） 

１．精神保健に係る相談支援体制の整備 

２．精神保健に係る相談支援を担う人材の育成 

３．その他 

 

 

第４回：令和５年９月６日（水） 

１．市町村における精神保健に係る相談支援体制整備の推進に関する検討チーム報告書 

  2．その他 

 

（案） 


